
様式第1－1号

雨

使途項目 サーチキー
支出証拠書

m｢引一｢司~万、
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。
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経費項目 調劃濫費.研修費鰯雰調誇働費｡会議費.資料侑媛･資料購入費･事務費･謡銅漬･人件費

内 容 ホームページの運用

年月 日 令和2年4月 ’ 日～令和2年タ月 j0日 金額 5,912円

目的 政策や活動を報告するためのホームページ運用依頼

使途 年間運用費（運用費は2020/04分）

政務活動．

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

く領収琴占付枠＞

別添領収書参照

ホームページ年間運用費税抜5,455円(60,000円×1/11月）

60,000円(2019/6～2020/4)のうち、2020/4月分を請求する

税込5,892円

払込手数料648円×5,892円÷194,400円＝20円

5,892円十20円＝5,912円

按分の理由

全て政務活動

領収書金額(a)

5,912円

安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,912円
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ご利用ありがとうございます。

内容をご確認いただきお持ち帰りください。
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No. 00000993売上日 2019年06月17日〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川7172-698

ラトウール101 SnaceBOGGY
〒431-13“

静岡県浜松市北区細江町中川6“0-20

TmO53-522-3346 FAXO53-543-4067

良知駿一

Tm' 053323-7400 FAXO53-523-7401

<お振込先＞

浜松いわた信用金庫中ﾉ| |支店 （普)2006830

シンカイトシカズ

備考：

〆
商品コードノ‘商品名 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

、

WordPressホームページ制作 1 式 120,000 120,000

WordPressホームページ年間運用費 1 年 60,000 60，000 ドﾒｲﾝ､ﾎｽﾃｨﾝ青詑

」

税抜額 180,000 消費税額 14,400
〆△､ヨー
ロpl 194,400



様式第1－1号

＝

使途項目 サーチキー
支出証拠耆

m団一ml~gl
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

整理急 ；号

経理責任者 ②
面 『

経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇鰯費･会議費･資料竹城費・資料購入費.鐙 ･謡努所費･人件費

内 容 セキュリティソフトウェア

年月 日 令和2年4月1日～令和3年3月31日 金 額 1,620円

目的

使途 5台3年分ライセンス ，

政務活動．

県政との

関連性

く領収琴占付枠＞

別添利用内容・クレジットカード明細参照

9,720円×12ケ月（2020/4～202]/3）÷36ケ月 （ライセンス3年分※)=4Z〃円 ′

※ライセンスは2019/6/28～2022/6/27

、5

按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

典2“円

按分率(b)

1／2

％

政 努活動費支出額(a×b)

1,620円



CannキヤノンITソリユーシヨンズ株式会社

キヤノンITSオンラインストア
q

ご購入手続きクレジットカード決済お支払い手続

完了
垂坤卸言丞軍『壷三弾ミーー弓孟言t畠戊琴浮名･』罰⑳噂もぺ国漁単4,弓迦畢目弧駅駕･域岬蝿津鍋与』P浸宙垂罰準令Hよ窪津』剥詞撹鞄更云1時J吾と地二呈寸胃・さ争剰同&､急辱…H‘し鍼訣鐸rO時T乳認霜巻室』ヮ電閻芭嘗34＝ご茜し押翠･ｬ･声pz醇毎bJ荘も曹隼&地軸J血麹就嚥

決済が完了しました。

ご利用内容
辱幸邑学酢靹LD5噂塞甲壱J守雪硬雪9.雫盆誇塁か剋却T睦洩賭.G1恭嘩｡夢.10やb*品曲隅ｬ掴電琿勇場墨下盟郵智目』1号苫弓や屈異ずそ巻会､沌鋼罰[釦舗＝琴詞W諄二､､塞畢色■茜＝忌琵3室F,ざ，で理恵苫Tザ戸上択び畏一輻､』料漂J餌司呉亨＃品4曽寺･司謹摂皆ぽざ姪茅昌牙【啓逵

CS19062822998申込番号

ES日インターネットセキュリティ5台3年ダウ

ンロード 、｡/晩~”燐）
9,720円（税込）

商品名

お支払い合計

決済内容
夢鍋霊罫穆L『ag3t』色､｡、キー1苛諏弓◇心辱群恥Tff費宰九M篭?報Qも畠垂､狐蝿嘘魚･患い､承晶自庵1M園但捧-V作乳署型qU砿象q洩等堀争二言P惚坤強山津学凸町司f畷兎f琴｡鯵鱒べJf鼻事辿姥降挙苧嘘毎.'守了撃型毒今I調Q･鍛尚唯断ヰア3斗こ』"蝿潭伊･潤竜漫到‘感黙り虚･剣雫

しばらくお待ちいただくと、お買い求めいただいた商品に応じた各種ご案内

のメールが、ユーザー情報入力画面で入力されたメールアドレスに届きま

す。

ご案内のメールの内容をよくお読みになり、以降の手続きを続けてくださ

い。 。

一一

四
一



このたびはキヤノンITSオンラインストアをご利用いただき、まことにあ

りがとうございました。

一一

■■■■■■■■カード番号

カード有効期限(MO2/22

M/YY)

4

一括お支払い方法

このページは再表示できません。

決済完了の通知メール内にも申込番号の案内はありますが、念のため申

込番号のメモをお取りになるか、このページを印刷することをお勧めい

たします。

X閉じる

一１
１一

◎CanonITSolutionsInc

ページ

上里ユ



票お客さまの個人情報保壼のため,会員香号と口座菩号の下3桁は｢を☆＊｣と壼示L,てい素で

リポ事前登録サービス登録状況

鼈鵲蒸驚擢自讃野賢駕穂蕉鱈暇辮R欝藷鑿蕊X砕きます｡上記篝篝羨雲霧篝議篝篝雲霧霊篝篝雲襄篝利用可龍枠は､お支払期日の到来していないご利用分も含めたものとしますのでご注意ください。
､会員規約第6条に定めるショッピングの分割払い利用可龍枠と割賦取引利用可龍枠は同頷です。 緊霊ip壼鑑津ﾗｲ跨合Lご利用残司こよって毎月の錘鍾ﾌ霊つb詞
;今回ご濤求合計額に｢-」(マイナス)の表示があるものは、クレジットカードご利用代金お支払口座へお振込み､鬚壼録繧の＝日(串本ご利用明細作成日時点となります。
または別のご利用代金に充当させていただきます． 塁リポ払いのご利用残高がﾘポ払いの利用可能枠を超えた鎧hその超過誼は一児

でお支払いいただきます。

ご利用明細※ご利用顎鶴さ認鳴りvこだ1,画〒E毒垂四,YWbl=本人宝員2=本人=(ﾘポ払い三用力一門B=家崖員4=家言巨(ﾘ揮山'Y弓用ｶｰ門
また､MはⅥ田､｢M｣はMag恒圃d③毎らわじて1,露セ

臺臺篝篝篝臺篝雲篝薑篝篝薑臺篝
七

J

蕊譲蕊鐸篝慧譲

蘂鍾鑿蕊謹選

１

e海外でご利用の焉合､加盟店でのご利用日または伝票の処理日が竈
されます.また_g桁以上の環地通貨霞は表示されず‘通貨略称.日z
円換算額のみ表示しております。

J e外貨の円換算レートは､VIsBWorldwideまたはMasterC日｢di
適用するレートを使用いたします｡必ずしもご利用日のレートで1；
ございません｡また‘円換算レートに諸事務処遅などの費用とし了
当行が定めた巳OD%(税別)を加算させていただきます。

②ご利用可能枠を超えるカードのご利用を希鬘される焉笥さ、事前l
当行までご連絡ください。
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ご利用代金明細書 2019年7月24日作成
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様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）
｢7－｢ﾗE－｢5~｢UTIJ

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

決
裁 会派代表者 鱒 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 … 研修費

内 容 人工知能学会会費

年月 日 令和2年.早月 ／ 日～令和3年3月y/日 金額 10,203円

会の趣旨．

目 的

人工知能に関する研究の進展と知識の普及を図り， もって学術･技術ならびに産業・社会の発展に寄

与することを目的とする。

会の活動

内容等

１
２
３
４
５
６

』 1. 1』〆&~一] J U. U凸騨Ⅱ 』 E〆、一7 脚U "昌一一己 一 ■"ﾛ屯Uー

学会誌論文誌その他の刊行物の発行

研究の奨励及び研究業績の表彰

研究及び調査 一

国内外の関係学術団体との連絡及び協力

その他， この法人の目的を達成するために必要な事業

政務活動。

県政との

関連性

近年、様々な分野において人工知能(ADが活用されつつある。人口減少社会ではさらな

る人工知能の活用が必要であり、県政においても得られた知見を生かしたい。

く領収書貼付枠＞

別添払込証参照

2020年度正会員費：10,000円 ．

払込料金：203円

合計：10,203円

按分の理由

全て政務活動費にかか

るものである。

領収書金額(a)

10,203円

一
守
云
一鈴 E(b)

／

100％

政f譲活動譽支出額(a×b)

10,203円
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Home)D人工知能学会について”学会概要”一般社団法人人工知能学会定款

一般社団法人人工知能学会定款

一般社団法人人工知能学会設立趣意害

1990年6月29B

豆期幽の働きに代わる機械が欲しいという人類の夢は、大量の数値データに対して複雑な計算を高速

に行うという面では、電子計算機により実現された。現在の情報処理技術はこの意味においては、

人間の能力をはるかに越えたものといえるが、一方、思考という本質的な面では、全くといってい

いほど無力である。人工知能は大舅の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指し

たものである。

それには人間の思考をモデル化し、これに適した新しい仕組みの計算機ハードウェアとソフト

ウェアを実現しなければならない。即ち、現在の計算機のように複雑なプログラムを人間が書き、

それを逐次計算するのではなくて、人間が問題を自然語で与えるだけで、そのモデル化や解探索を

一挙に行うことのできる仕組みを目指している。このため､単に計算機科学、数学、電子工学と

いった学問分野だけではなく、哲学、論理学、言語学、認知科学、生理学、生物学といった広範な

学問分野との深い交流が不可欠である。人工知能は諸学問に共通な発見、創造、計画、設計、開

発、評価、認識、理解、解析、分析、決定といった知的活動の基本を担うものであり、最近独自の

学問分野として広く重視されるに到っている。

人工知能の応用としては、知識の活用を中心とする知識工学が提唱され、その適用の1つとして

専門家の経験的、技術的知識を電子計算機に移植し、活用しようとするエキスパートシステムが計

画、設計、診断、監視、制御など、産業、金融界に広く普及しつつある。例えば、計算機システム

の機器構成決定、新材料言鋸十、生産プラントの故障診断や制御、金融資産の運用、企業経営診断、

医療診断などがある。さらに、自然言語、画像、図形などの認識や理解、また、学習といった分野

へとその対象はますます広がりを見せている。例えば、機械翻訳、指紋印鑑照合、設備最適運転条

件設定などをあげることができる。

人工知能が本格的に発展した折には、あらゆる機械が知能を持つという、全く新たな社会をもた

らすものと思われる。すでに、学会や産業界に属する人工知能研究者の幅は広く、層が厚くなって

きたため、その組織化の必要性が強く認識されている。また、この学問が情報処理工学、通信工

学、システム制御工学、精密工学などとも関連して、本質的に学際的であることにかんがみ、同じ

研究分野を分けもつ諸学会、諸団体の合同研究活動を促進するための中心的役割を果たすものとし
へ

て、人工知能に関する新組織を構成する要望が強く打ち出されている。



1

、 1986年7月設立以来、すでに4年の歳月を経過した。発足当初は、人工

域の学術であったこともあって《会の運営上多くの課題もあったが、学会誌の…：
定期刊行、研究発表のための大会、各種の研究会ならびに内外の学識者によるセミナーの開催、人
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工知能に関する国際間の交流等の活動を通じて、国内的にも国際的にも相当高い詔面を受けてい

る。学会自体の構成も大きくなって、会員数4，000名を数えるにいたった。当学会の活動が活

発化するに及んで、国内において他の団体との関係も密接となり、国際的な連携も多く、 30カ国
以上の加盟する国際合同人工知能会議の主要メンバーとして活躍しているほか、数々の国際会議の

協賛団体として国際的にも知名度が上がっている。

本年11月には、わが国でも当学会の主催する国際会議を開催する運びになった。このような時

にあたり、今後の飛躍的な発展を期するために、当学会の在り方を検討してきたが、先ず当学会を

法人格をもつ団体、即ち社団法人に改組し、人工知能に関する理論と応用の研究開発により一層の

貢献をしようとするものである。

一般社団法人人工知能学会定款

ZO12年6月14日制定

2018年6月27日改訂

◆第1章総則

（名称）

第1条この法人は，一般社団法人人工知能学会(英文名をThe｣apaneSeSocietyforArtificial

Intel l i9ence(英文略称「｣SAI｣ ))と称する．

（事務所）

第2条この法人は，主たる事務所を東京都新宿区に置く．

◆第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は，人工知能に関する研究の進展と知識の普及を図り，もって学術・技術ならびに

産業・社会の発展に寄与することを目的とする．

（事業）

第4条この法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う．

1．学術集会，学術講演会，講習会等の開催

2．学会誌，論文誌その他の刊行物の発行

3．研究の奨励及び研究業績の表彰

4．研究及び調査

5．国内外の関係学術団体との連絡及び協力

6．その他，この法人の目的を達成するために必要な事業

2前項の事業は，本邦及び海外において行うものとする．

◆第3章会員及び社員

（法人の構成員）

へ



瀞翻篭篝'次の会員を置く
nr".i憧筌賞'随膨'醤め法人の目的に賛同して入会した個人

*"2:"学生会員-学生であ｡で7篝瞥どの法人の目的に貧同じで穴会むた個人""｡…":､…窯一･･､､…､-‐ ・…" ゞ

3．賛助会員この法人の事業を援助する個人または団体

4．特殊購読会員この法人の目的に賛同し，この法人の発行する会誌を広く閲覧するために定期

購読する図書館等の団体

5．名誉会員この法人に特に功労のあった者で社員総会の議決を持って推薦された者

2この法人の社員は，正会員から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（以下， 「法人法」という。 ）上の社員とし，選出する際の定数は概ね正会員数を25で除し

た商とし120人を上限とする．

3代議員を選出するため，正会員による代議員選挙を行う．代議員選挙を行うために必要な細則は

理事会において定める．

4代議員は，正会員の中から選ばれることを要する．正会員は，前項の代議員選挙に立候補するこ

とができる.

5第3項の代議員選挙において，正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する．理

事又は理事会は，代議員を選出することはできない．

6第3項の代議員選挙は， 2年に1度， 3月に実施することとし，代議員の任期は，選任のZ年後に実

施される代議員選挙終了のときまでとする．ただし，代議員が社員総会決議取り消しの訴え，解散

の訴え，責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求を

している場合を含む． ）には，当該訴訟が終結するまでの間，当該代議員は社員たる地位を失わな

い．ただし，当該代議員は，役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこと

とする)．

7代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙するこ

とができる.補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとす
る．

8補欠の代議員を選挙する場合には，次に掲げる事項も併せて決定しなければならない．

1．当該候補者が補欠の代議員である旨

2．当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときはクその旨及

び特定の代議員の氏名

3．同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては，当該2以上の代議員） に

つき2人以上の補欠の代議員を選任するときは，当該補欠の代議員相互間の優先順位

9第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は，当該決議後2年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする．

ユo正会員は，法人法に規定された次に掲げる社員の権利を，社員と同様に当法人に対して行使す
ることができる.

1．法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等）

2．法人法第3Z条第2項の権利(社員名簿の閲覧等）

3．法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等）

4．法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等）

5．法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権講師書面の閲覧等）

6．法人法第129条第Z項の権利(計算書類等の閲覧等）

へ



蕊鑿葺箪罵鰯篁震謡鶏(合併契約等の閲覧篝）
･碧士垂割蕊理事ｰ監事はｰその任務を怠ったときは/≠この法人(ご対b/…これ{ご衣っで生むだ損害を賠償す…

る責任を負い，法人法第112条の規定にかかわらず，この責任は，すべての正会員の同意がなけれ

ば，免除することができない．

（会員の資格の取得）

第6条この法人の会員になろうとする者は，理事会の定めるところにより申し込みをし，その承認

を受けなければならない．

Z社員総会で名誉会員に推薦された者は，前項の入会の手続きを要せず，本人の承諾をもって会員

となるものとする．

（経費の負担）

第7条会員は，この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため，入会の時及び毎年，社員総

会が別に定める入会金及び会費を支払わなければならない．

･2賛助会員及び特殊購読会員は，入会金を納めることを要しない．

3名誉会員は，入会金及び会費を納めることを要しない．

（任意退会）

第8条会員は，理事会において別に定める退会届を提出することにより，任意にいつでも退会するこ

とができる｡

（除名）

第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会において，当該会員を除名するこ

とができる.

1．この定款その他の規則に違反したとき．

2.この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき．

3．その他除名すべき正当な事由があるとき．

（会員資格の喪失）

第10条前Z条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失す

る．

1．会費を2年以上滞納したとき．

2．総社員の同意があったとき．

3．当該会員が死亡し，若しくは失腺宣告を受け，又は解散したとき．

4．当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき．

（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）

第11条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときはウこの法人に対する会員としての権利を

失い，義務を免れる．ただし，未履行の義務は，これを免れることはできない．

Zこの法人は，会員がその資格を喪失しても，既納の入会金，会費及びその他の拠出金は，これを

返還しない．

◆第4章社員総会
へ

（構成）



瀞鵠講は'すべての社員をもって構成する
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1．会員の除名

2.理事及び監事の選任又は解任

3．理事及び監事の報酬等の額又はその規程

4．貸借対照表及び正味財産計算薑の承認

5．定款の変更

6．解散及び残余財産の処分

7．その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

（開催）

第14条社員総会は，定時社員総会として,毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか，臨時

社員総会として,必要がある場合に開催する．

（招集）

第15条社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき，会長が招集す

る．

2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員はj会長に対し，社員総会の目的である事項

並びに招集の理由を示して，社員総会の招集を請求することができる。

（議長）

第16条社員総会の議長は，会長がこれに当たる．

（議決権）

第17条社員総会における議決権は，社員1名につき1個とする．

（定足数）

､第18条社員総会は，総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

〆

（決議）

第19条社員総会の決議は，法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き，総社員の過半数が

出席し，出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う．

2前項の規定にかかわらず，次の決議は，総社員の半数以上であって，総社員の議決権の3分の2以

上に当たる多数をもって行う．

1．会員の除名

2．監事の解任

3．定款の変更

4．解散及び残余財産の処分

5．その他法令又はこの定款で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ご､とに第1項の決議を行わなけれ

ばならない．理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には，過半数の賛

成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする．へ



義決）

できない社員は，他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使するこ

卿熱驚き量…員＠場倉において,当誕壜蛙,代騨蕊誕眼宣量壹面鴦頚勲>Q鱈握與しなけ切さ~
ならない．

z社員総会の決議について，書面により議決権を行使することができるとしたときは，社員は，議決

権行使書面を所定の方法により提出しなければならない．

3第1項及び第2項の場合における第18条（定足数）及び第19条（決議）の規定の適用については，

その社員は出席したものとみなす．

（決議の省略）

第21条理事又は社員が，社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において，その

提案について，社員の全員が薑面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，その提案を

可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすとする．

（議事録）

第22条社員総会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

2議長，及び出席した理事の中より2名以上の署名人を指定し，前項の議事録に記名押印する．

◆第5章役員

（役員の設置）

第23条この法人に次の役員を置く．

1．理事15名以上31名以内

2．監事1名以卜2名以内

2理事のうち1名を会長， 2名以内を副会長とする．

3前項の会長と副会長をもって法人法上の代表理事とし，これ以外の理事を同法上の業務執行理事と

する．

（役員の選任）

第24条理事及び監事は，社員総会の決議によって選任する.

2会長，副会長および業務執行理事は，理事会の決議によって理事の中から選任する.

3理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分のﾕ以下とする．

（理事の職務及び権限）

第25条理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執行する．

2会長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その業務を執行し，業務執

行理事は，理事会において別に定めるところにより，この法人の業務を分担執行する．

3副会長は，法令及びこの定款の定めるところにより，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する．

4会長，副会長及び業務執行理事は， 3カ月に1回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告し

なければならない．

（監事の職務及び権限）

第Z6条監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する．

2監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の業務及び財産酎況の

調査をすることができる．



壬期は,選任後z年以内に終了する事業年度のうち最終のものに閨する定時社員総会

の終結，又は選任後1年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする．

Z監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結

の時までとする．

3補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする．

4理事又は監事は，第23条に定める定数に足りなくなるときは，任期の満了又は辞任により退任し

た後も，新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する．

（役員の解任）

第28条理事及び監事は，社員総会の決議によって解任することができる．

（役員の報酬|等）

第29条理事及び監事は無報酬とする．ただし，常勤の理事及び監事に対しては，社員総会におい

て定める総額の範囲内で，社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を

報酬等として支給することができる．

◆第6章理事会

（構成）

第30条この法人に理事会を置く．

2理事会は，すべての理事をもって構成する．

3理事会の議長は，必要と認める場合は，役員以外の者を理事会に出席させることができる．

（権限）

第31条理事会は，次の職務を行う．

ユ．本会の業務執行の決定

2．理事の職務の執行の監督

3．会長及び副会長の選定及び解職

（招集）

第32条理事会は，会長が招集する．

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，副会長が理事会を招集する．

（議長）

第33条理事会の議長は，会長がこれに当たる．

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，副会長がこれに当たる．

（決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し，その過半数をもって行う．

2理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において，当該事項について決議

に加わることのできる理事の全員が，書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当

該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす．ただし，監事が当該提案について異議

を述べたときを除く． へ

3理事又は監事が理事及び監事の全員に対し，理事会に報告すべき事項を通知した場合において
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（議事録）

第35条理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

2出席した会長，副会長及び監事は，前項の議事録に記名押印する．

◆第7章資産及び会計

（事業年度）

第36条この法人の事業年度は，毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる．

（事業計画及び収支予算）

第37条この法人の事業計画書及び収支予算害は，毎事業年度の開始の日の前日までに，会長が作

成し，理事会の承認を受けなければならない． これを変更する場合も，同様とする．

z前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとす

る．

（事業報告及び決算）

第38条この法人の事業報告及び決算については，毎事業年度終了後，会長が次の書類を作成し，

監事の監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない．

1．事業報告

2．事業報告の付属明細薑

3．貸借対照表

4．正味財産増減計算薑

5．貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

6．財産目録

2前項の承認を受けた書類のうち，第1号，第3号，第4号及び第6号の書類については，定時社員

総会に提出し，第1号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類については承認を受けなけ

ればならない．

3第1項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに，定款，社員名簿を主た

る事務所に備え置くものとする．

1．監査報告

2．理事及び監事の名簿

◆第8章定款の変更及び解散

（定款の変更）

第39条この定款は，社員総会の決議によって変更することができる．

（解散）

第40条この法人は，社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する．

（剰余金の処分制限）

第41条この法人は，剰余金の分配を行うことはできない． へ



精算する場合において有する残余財産は，社員総会の決議を経て，公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という． ）第5条第17号に掲げる法人又

は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする．

◆第9章委員会及び事務局

（委員会）

第43条この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは，理事会の決議により，委員会を

設置することができる．

z委員会の任務，構成及び運営に関し必要な事項は，理事会の決議により別に定める．

3委員会は，法令及びこの定款により，社員総会並びに理事会に付与された職務権限（業務執行の

決定ほか）を制約する運営を行うことはできない。

（事務局）

第44条この法人の事務を処理するため，事務局を設置する。

2事務局には，事務局長及び所要の職員を置く．

3事務局長及び重要な職員は，会長が理事会の承認を得て任免する．

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は，会長が理事会の決議により別に定める．

◆第10章公告の方法

（公告の方法）

第45条この法人の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う．

◆第11章補則

（委任）

第46条この定款に定めるもののほか，この法人の運営に必要な事項は，理事会の決議により別に

定める．

◆附則

1．この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」とい

う． ）第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立

の登記の日から施行する．

2．この法人の最初の会長は山口高平，副会長は島津秀雄と松原仁とする．

3．整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解

散の登記と，一般法人の設立の登記を行ったときは，第36条の規定にかかわらず，解散の登記

の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事業年度の開始の日とする．

4．この定款の施行後最初の代議員は，第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代

議員として選出された者とする．

5．第5条第2項で定める代議員の定数はZO19年4月1日に就任する代議員から適用するものとし，

2019年3月31日までを任期とする代議員に関しては選出する際の定数を概ね正会員数を25で

除した商とする．

「これは，当法人の定款である． 」
へ

事務所：〒162-0821
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様式第1－2号

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢7Tﾗm－｢5~｢UTIJ
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ･良知駿一）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 … 研修費

内 容 電子情報通信学会会費

年月 日 令和2年多月 ／日～令和3年、ｼ月j/日 金額 13,000円

会の趣旨.

目 的

電子工学および情報通信に関する学問，技術の調査，研究および知識の交換を行い， もって学問，

技術および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

イ．機関誌の発行 ．

●
■
凸
①
ｅ
■
○

ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ

琴
琴
琴
琴
雪
琴

工学および情

工学および情

工学およ

工学および情

工学およ

帳
蛎
確

工学および情

》
癖
榧
》
》
》

信

信

に関する講演会，討論会，講習会および見学会等の開催

に関する学術の調査研究

に関する規格および標準の制定

または関連事業に関し功績ある者の表彰

に関する学問，技術の奨励および普及事業

に関する専門図書および雑誌の刊行

その他目的を達成するために必要な事業

政務活動．

県政との

関連性

技術を伴った施策を提言するには常に最新の情報を知っておく必要がある。情報システム

の幅広い知見を仕入れるに当たり、当学会への入会は有効であると考える。

く領収書貼付枠＞

別添領収書参照

2020左同童基本年当会費：13,000円

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

13,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

13,000円



領収書

2019－1909281

2020/01/26

No. 、

日付‘

静岡県議会

良知駿一様

(正員： 1909281）

一般社団法人電子情報

臺霧事務局長

東京都港灰姜公目3-5-8機械振興会館105－0011

TEL:領収致しました。下記の通り、 03－3433-6691 FAX:03-3433-6659

1合：計’ 13,000円
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1．金額抹消訂正は無効

2.社印あるいは代表者印なきものは無効



一般社団法人電子情報通信学会定款
(平成23年5月28日第85回通常総会議決）

（平成24年10月18日臨時社員総会変更）

（平成28年6月2日定時社員総会変更）

(代議員制）第1章総 則

2．本会の社員は,概ね正員および正員であった名誉員(以

下， 「正員等」という｡)総数の300分の1の割合を

もって選出される代議員をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以下， 「法人法」という｡）

上の社員とする。 （端数の取扱いについては‘理事会

で定める｡）

3．代議員を選出するため，正員等による代議員選挙を行

う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会にお

いて定める。

4．代議員は，正員等の中から選ばれることを要する。正

員等は,前項の代議員選挙に立候補することができる。

5．第3項の代議員選挙において，正員等は他の正員等と

等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事

会が代議員を選出することはできない。

6．第3項の代議員選挙は，毎年3月までに実施すること

とし，代議員の任期は， 4月1日から翌年3月31日

までの1年とする。ただし，代議員が社員総会決議取

消しの訴え．解散の訴え，責任追及の訴えおよび役員

の解任の訴え（法人法第266条第1項，第268条，第

278条，第284条）を提起している場合（法人法第

278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている

場合を含む｡）には， 当該訴訟が終結するまでの問，

当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は，

役員の選任および解任(法人法第63条および第70条）

並びに定款変更（法人法第146条）についての議決権

を有しないこととする)。

7．代議員に欠員が生じた場合には,速やかに,補欠の代議員
を選挙することができる。補欠の代議員の任期は，任期の

満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8．正員等は，法人法に規定された次に掲げる社員の権利

を,社員と同様に本会に対して行使することができる。

イ．法人法第14条第2項（定款の閲覧等）の権利

ロ．法人法第32条第2項（社員名簿の閲覧等）の権利

ハ．法人法第57条第4項(社員総会の議事録の閲覧等）

の権利

二．法人法第50条第6項（社員の代理権証明書面等の

閲覧等）の権利

ホ．法人法第51条第4項および52条第5項（議決権行

使書面の閲覧等）の権利

へ法人法第1釣条第3項（計算書類等の閲覧等）の権利

ト．法人法第229条第2項（清算法人の貸借対照表等の

閲覧等）の権利

チ．法人法第246条第3項，第250条第3項および第

256条第3項（合併契約等の閲覧等）の権利

9．理事および監事は，その任務を怠ったときは，本会に対

し、 これによって生じた責任を賠償する責任を負い，法

人法第ll2条の規定にかかわらず， この責任は，すべて

の正員等の同意がなければ免除することができない。

(名称）

第1条この法人は,一般社団法人電子情報通信学会 （以下，

「本会」という｡） と称する。

(事務所）

第2条本会は，主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章目的および事業

(目的）

第3条 本会は，電子工学および'静睡信に関する学問，技術の

調査，研究および知識の交換を行い， もって学問，技術

および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

(事業）

第4条本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

イ．機関誌の発行

ロ．電子工学および情報通信に関する講演会，討論会，講

習会および見学会等の開催 ，

ハ．電子工学および情報通信に関する学術の調査研究

二．電子工学および情報通信に関する規格および標準の

制定

ホ．電子工学および情報通信または関連事業に関し功績

ある者の表彰

へ．電子工学および情報通信に関する学問,技術の奨励

および普及事業

ト．電子工学および情報通信に関する専門図書および雑

誌の刊行

チ．その他目的を達成するために必要な事業

2．前項の事業は,本邦および海外において行うものとする。

第3章会 員

(法人の構成員）

第5条本会に次の会員を置く。

イ．名誉員電子工学および情報通信に関する学問，技

術または関連事業に関し特別の功績があ

り理事会の決議を経て推薦された者

ロ．正員電子工学および情報通信に関する専門の学

識を有し， またはその技術に相当の経験を

有する個人で，本会の目的に賛同する者

ハ．学生貝電子工学および情報通信に関係ある課程を

置く学校で,この課程を履修する在学生で，

本会の目的に賛同する者。ただし，大学院

の在学生は正員もしくは学生貝となるこ

とができる。

二．特殊員本会の目的に賛同し，個人以外の名義で入

会する者

ホ．維持貝本会の行う事業を援助するため入会する個

人または団体で，理事会の決議を経て推薦

きれた者

1



(開催）

第15条社員総会は，定時社員総会として毎年1回，会計年度

終了後3ヶ月以内に開催するほか，必要がある場合に

開催する。

(会員の資格の取得）

第6条本会の会員になろうとするものは，理事会の定めると

ころにより申込みをし，その承認を受けなければなら

ない。

2．理事会において名誉員に推薦されたものは，前項の申

し込みを要せず，本人の承諾をもって会員とする。

第7条会員は，所定の機関誌の配布を受けることができる。

(招集）

第16条社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理

事会の決議に基づき会長が招集する。

2．総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代

議員は．会長に対し，社員総会の目的である事項およ

び招集の理由を示して，社員総会の招集を請求するこ

とができる。

(経費の負担）

第8条会員は，本会の事業活動に経常的に生じる費用に充て

るため，会員になった時および毎年，規則で定める額

を支払う義務を負う。

(議長）

第17条社員総会の議長は，会長がこれに当る。

(任意退会）

第9条会員は，理事会において別に定める退会届けを提出す

ることにより,任意にいつでも退会することができる。

(議決権）

第18条社員総会における議決権は，代議員1名につき1個と

する。

(除名）

第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員

総会の決議によって当該会員を除名することができ

る。この場合において，当該会員に対し，当該社員総

会の日から1週間前までにその旨を通知し，かつ，社

員総会において弁明する機会を与えなければならな

い◎

イ． この定款その他規則に違反したとき

ロ．本会の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をした

とき

ハ．その他除名すべき正当な事由があるとき

2．前項により除名が決議されたときは，当該会員に通知

するものとする。

(決議）

第19条社員総会の決議は，総代議員の議決数の過半数を有す

る代議員が出席し， 出席した当該代議員の議決権の過

半数をもって行う。

2．前項の規定にかかわらず，次の決議は，総代議員の半

数以上であって，総代議員の議決権の3分の2以上に

当たる多数をもって行う。

イ．会員の除名

ロ．監事の解任

ハ．定款の変更

二．解散

ホ．その他法令で定められた事項

3．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，

各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならな

い。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定め

る定数を上回る場合には，過半数の賛成を得た候補者

の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。

(会員資格の喪失）

第ll条前2条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当す

るに至ったときは，その資格を喪失する。

イ．第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

ロ．全ての会員が同意したとき

ハ． 当該会員が死亡し， または会員である団体が解散し

たとき

二．成年被後見人または被保佐人になったとき

2．代議員たる会員が，前項および第9条，第lO条の各

項により，会員たる資格を喪失したときは．代議員た

る地位を喪失する。

第12条会員は，退会しまたは除名された場合， あるいは前条

により会員資格を喪失した場合，既納の金銭物件の返

還を要求することはできない。

(議決権の代理行使・書面決議）

第20条社員総会に出席できない代議員は，他の代議員を代理

人として社員総会の議決権を行使することができる。

この場合において，当該代議員は社員総会ごとに代理

権を証明する書面を提出しなければならない。

2．社員総会の決議について，書面により議決権を行使す

ることができるとしたときは，代議員は，議決権行使

書面を所定の方法により提出しなければならない。

3．第1項および第2項の場合における第19条（決議）の

規定の適用については，その代議員は出席したものと

みなす。

第4章社員総会

(構成）

第13条社員総会は，すべての代議員をもって構成する。

(権限）

第14条社員総会は，次の事項について決議する。

イ．会員の除名

ロ．理事および監事の選任又は解任

ハ．理事および監事の報酬等の額またはその規程

二．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の承認

ホ．定款の変更

へ．解散および残余財産の処分

卜．その他社員総会で決議するものとして法令又はこの

定款で定められた事項

(議事録）

第21条社員総会の議事録については，法令で定めるところに

より，議事録を作成する。

2．議長および議長が指名する出席者2名以上が前項の議

事録に記名押印する。

第5章役 員

(役員の設置）

第22条本会に，次の役員を置く。

イ．理事 20名以上30名以内

ロ．監事 2名以内
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(競業利益相反取引の制限）

第29条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は，その取

引についての重要な事実を開示し，理事会の承認を得

なければならない。

イ． 自己または第三者のためにする本会の事業の部類に

属する取引

ロ． 自己または第三者のためにする本会との取引

ハ．本会が理事の債務を保証すること

二・その他理事以外の者との間における本会とその理事

との利益が相反する取引

2．理事会の承認を得て前項の取引をした理事は，その取

引後，遅滞なく，その取引についての重要な事実を理

事会に報告しなければならない

理事のうち1名を会長． 1名を次期会長‘ 4名以内を

副会長とする。

前項の会長および次期会長をもって法人法上の代表理

事とする。

会長および次期会長以外の理事を法人法上の業務執行

理事とする。

２
３
４

(役員の選任）

第23条理事および監事は,社員総会の決議によって選任する。

2．会長，次期会長および業務執行理事は，理事会の決議

によって理事の中から選定する。

3．本会の理事のうちには，理事のいずれか1人およびそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数が，理事総

数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになっ

てはならない。

4．本会の監事には，本会の理事（親族その他特殊の関係

がある者を含む）および本会の使用人が含まれてはな

らない。また,各監事は‘相互に親族その他特殊の関
係があってはならない。

(役員の本会に対する損害賠償責任の一部免除）

第30条第5条第9項の規定にかかわらず，本会は，役員がそ

の任務を怠ったことによる損害の賠償責任について，

善意でかつ重大な過失がない場合においては，理事会

の決議により，賠償責任額から法人法に定める最低責

任限度額を控除して得た額を上限として免除すること

ができる。(理事の職務および権限）

第24条理事は，理事会を構成し，法令およびこの定款で定め

るところにより，職務を執行する。

2．会長および次期会長は，法令およびこの定款で定める

ところにより，本会を代表し，その業務を執行し，業

務執行理事は、理事会において別に定めるところによ

り，本会の業務を分担執行する。

3．会長，次期会長および業務執行理事は，毎事業年度に

4ヶ月を超える間隔で2回以上， 自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

第6章理事会

(構成）

第31条本会に理事会を置く。

2．理事会は，すべての理事をもって構成する。

(職務と権限）

第32条理事会は， この定款に別に定めるもののほか，次の職

務を行う。

イ．本会の業務執行の決定

ロ．理事の職務の執行の監督

ハ．会長．次期会長および他の業務執行理事の選定およ

び解職

二．規則の制定，変更および廃止

ホ．社員総会の日時および場所ならびに目的である事項

の決定

(監事の職務および権限）

第25条監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めると

ころにより，監査報告を作成する。

2．監事は． いつでも、理事および使用人に対して事業の

報告を求め， この法人の業務および財産の状況の調査

をすることができる。

(招集）

第33条

2．

(役員の任期）

第26条理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

2．監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

3．補欠として選任された役員の任期は，前任者の任期の

満了する時までとする。

4．理事又は監事は，第22条に定める定数に足りなくな

るときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，

新たに選任された者が就任するまで． なお理事又は監

事としての権利義務を有する。

理事会は，会長が招集し，議長は会長とする。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，次期

会長が理事会を招集し，議長を務める。

会長あるいは前項次期会長(招集権者)以外の理事は，

招集権者に対し，理事会の目的である事項を示して，

理事会の招集を請求することができる。

前項による請求があった日から5日以内に，その請求

があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とす

る理事会の招集の通知が発せられない場合には，その

請求をした理事は，理事会を招集することができる。

3

4

(決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有す

る理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をも

って行う。

2．前項の規定にかかわらず，理事が理事会の決議の目的

である事項について提案をした場合において，その提

案について議決に加わることができる理事の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事がその提案について異議を述べたときを除く｡）

は，その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなす。

(役員の解任）

第27条役員は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等）

第28条役員は．無報酬とする。ただし，常勤の役員に対し

ては，社員総会において別に定める総額の範囲内で，

社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に

従って算定した額を報酬等として支給することがで

きる。
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、

(議事録）

第35条理事会の議事については,法令で定めるところにより，

議事録を作成する。

2． 出席した会長，次期会長および監事は，前項の議事録

に記名押印する。

2．委員会等の委員は,会員および学識経験者のうちから，

理事会が選任する。

3．委員会等の任務，構成，運営に関し必要な事項は，理

事会の決議により別に定める。

第10章事務局

第7章資産および会計

(事業年度）

第36条本会の事業年度は，毎年4月1日に始まり翌年3月31

日に終わる。

第44条

2．

3．

本会の事務を処理するため，事務局を設置する。

事務局には，事務局長および所要の職員を置く。

事務局長および重要な職員は，会長が理事会の承認を

得て任免する。

事務局の組織および運営に関し必要な事項は，会長が

理事会の決議により別に定める。

(事業計画および収支予算）

第37条本会の事業計画書および収支予算書については，毎事

業年度の開始の日の前日までに，会長が作成し，理事

会の承認を受けなければならない。これを変更する場

合も， 同様とする。

2．前項の書類については，主たる事務所に， 当該事業年

度が終了するまでの間備え置くものとする。

4

第11章公告の方法

(公告の方法）

第45条本会の公告は，電子公告により行う。

2．事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告

をすることができない場合は，官報に掲載する方法に

より行う。(事業報告および決算）

第38条本会の事業報告および決算については，毎事業年度終

了後，会長が次の書類を作成し，監事の監査を受けた

上で，理事会の承認を受けなければならない。

イ．事業報告

ロ．事業報告の附属明細書

ハ．貸借対照表

二．損益計算書（正味財産増減計算書）

ホ．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の附属明細書

2．前項の承認を受けた書類のうち， イ号，ハ号，二号の

各書類については，定時社員総会に提出し， イ号の書

類についてはその内容を報告し，その他の書類につい

ては承認を受けなければならない。

3．第1項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に5年

間備え置くとともに，定款，社員名簿を主たる事務所

に備え置くものとする。

イ．監査報告

第12章補 則

(委任）

第46条この定款に定めるもののほか，本会の運営に必要な事

項は，理事会の決議により別に定める。

附 則

1． この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121

条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項

に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

2．本会の設立当初の役員は，第23条および第26条の規定

にかかわらず，次の通りとする。

会 長：安田浩

業務執行理事：吉田進， 中嶋信生，北山研一，喜連川優，

問瀬憲一，江村克己西原明法太田直久，

小林岳彦，今井浩，斎藤洋，澤田寛,

本島邦明，荒川薫，佐々木繁，酒井善則，

持田侑宏，三木哲也，貴家仁志， 山本博資，

萩本和男，田中良明，小山二三夫，荒木純道，

石田亨，萩田紀博

監 事：村上篤道，木戸出正継

3．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項におい

て読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民

法法人の解散の登記と，一般社団法人の設立の登記を行

ったときは，第36条の規定にかかわらず，解散の登記

の日の前日を事業年度の末日とし．設立の登記の日を事

業年度の開始日とする。

4. この定款の施行後最初の代議員は．第5条第2項から第

7項と同等の方法で予め行われる代議員選挙において最

初の代議員予定者として選出された者とする。

(剰余金の処分制限）

第39条本会は，剰余金の分配を行うことはできない。

第8章定款の変更および解散

(定款の変更）

第40条この定款は．社員総会の決議によって変更することが

できる。

(解散）

第41条本会は，社員総会の決議その他法令で定められた事由

により解散する。

(残余財産の帰属）

第42条本会が清算する場合において有する残余財産は，社員

総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

附 則

本定款の変更は，臨時社員総会（平成24年10月18日）

の終結後，施行する。

附 則

平成28年6月2日定時社員総会における本定款の

変更は， 同定時社員総会の終結後，施行する。

第9章委員会等 1

第43条本会の事業を推進するために必要あるときは，理事会

の決議により，委員会，必要な地域に支部，必要な活

動分野毎にソサイエテイ （以下，委員会等という）を

置くことができる。

1
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一般社団法人電子情報通信学会規則

(平成23年5月28日第85回通常総会議決）

（平成24年2月20日理事会一部改正）

（平成24年4月16日理事会一部改正）

（平成24年7月23日理事会一部改正）

（平成27年2月16日理事会一部改正）

（平成28年5月17日改正）

(2018年5月21日改正）

なければならない。入会は毎月1日付とする。ただ

し，次の場合は入会金を免除できる。

イ．学生員として入会する者

ロ．理事会が認めた他学会の会員である者

ハ．特別な事情があると理事会が認めた者

2．購読会員，維持員の入会金はこれを要しない。

3．年会費等には，基本年会費， 第7条に規定するソサ

イエテイ追加登録費及びグループ追加登録費，並び

に別途規定する本会刊行物オンライン版の購読オプ

ション料等が含まれる。これらは，入会時期、追加

登録時期， あるいは購読オプション開始時期等によ

らず，一律とする。

4．年会費等に対する各種割引制度は，個別に理事会で認

めた場合を除いて，基本年会費のみに適用するものと

し､会員にとって最も有利な割引1つだけを適用する。

条年会費等と配布機関誌は次のとおりとする。

イ．正員

正員としての基本年会費は13,000円とする。正員

には会誌（冊子体及びオンライン版）が配布され、

また希望する一つのソサイエティに登録され、そ

の論文誌（オンライン版)が配布される。ただし、

学生貝が卒業等で学生員から正員に移行する場合

、 に、基本年会費を卒業等の後2年間に限り半額に

割り引く （博士課程修了の者は除く）。

なお、外国籍を有しかつ海外に在住する正員が，

会誌（冊子体）の配布を希望しない場合の基本年

会費は7,000円とすることができる。また，外国

籍を有しかつ海外に在住する正員の基本年会費に

ついて， シスターソサイエティ協定等に基づく割

引をすることができる。

ロ．学生員

学生員としての基本年会費は4,500円とする。学

生員には会誌（オンライン版）が配布され、希望

する場合は会誌（冊子体） も配布される。また希

望する一つのソサイエティに登録され，その論文

誌（オンライン版）が配布きれる。

なお，外国籍を有しかつ海外に在住する学生員が，

会誌（冊子体）の配布を希望しない場合の基本年

会費は2,000円とすることができる。また、外国

籍を有しかつ海外に在住する学生員の基本年会費

について， シスターソサイエテイ協定等に基づく

割引をすることができる。

ハ．購読会員

基本年会費を20,咽円とし，希望する者に会誌（冊

子体）が配布される。また，会誌、論文誌その他

本会刊行物のオンライン版の少なくとも1つ以上を，

別途定めるオプション料金で購読するものとする。

第1章会員，称号及び入会

第1条会員の種別，呼称及び資格は定款第5条による。

他は本規則による。

第2条大学卒業以上， またはそれに準ずる学識または技術の

経験を有すると認められる会員は正員とする。

2．学生員であった者が， 当該学校を卒業または修了した

とき， これを正員とする。

3．正員として入会する者は，名誉員又は正員1名の推

薦を要する。ただし､推薦者が身近にいない場合には．

担当理事等が，提出された本会入会希望理由，研究

分野及び略歴などの情報を参考に審査を行い，適切

と判断した場合には入会申請を受け付ける。

4．学問・技術または関連する事業に関して継続的な貢献が

認められ，本会への貢献が大きい正員に対し，事会の承

認を得て会長がシニア会員の称号の証を贈呈する。シニ

ア会員の推薦基準及び手続きは別途これを定める。

5‘学問・技術または関連する事業に関して顕著な貢献力認

められ，本会への貢献が大きいシニア会員に対し，理事

会の承認を得て会長がフェローの称号の証を贈呈する。

フェローの推薦基準及び手続きは別途これを定める。

6．名誉員は別に定める基準により，理事会の決議を経て

会長が推薦し，次期の社員総会または適当な機会にお

いて推薦状を贈呈する。

第3条文部科学省あるいは都道府県など所轄庁認可の大学，

短期大学，高等専門学校，高等学校，及びこれらに

準ずる学校に在学する会員は学生員とする。

2．前項に掲げる各学校及び大学院に在籍する正員は，本

人の申し出により学生員となることができる｡ただし、

いわゆる勤労学生以外で，企業， 団体，学校，その他

組織・機関等に所属し給与等の報酬を得ている者（社

会人学生）は．学生員にはなれないものとする。

3．学生貝として入会する者は，学生の身分を証明する害

面の写しと,名誉貝あるいは正員1名の推薦を要する。

ただし，名誉貝あるいは正員の推薦が困難なときは，

所属する学校の教員1名の推薦によることができる。

4．第2条第2項によらず，学生員が当該学校を卒業又

は修了後も，引き続き第1項に掲げる各学校あるい

は大学院に在籍する場合は，学生の身分が継続する

ことを証明する書面を添えて申し出ることにより，

学生員を継続することができる。

第4条 （削除）

第6条

第2章入会金及び会費等

第5条入会する者は， 当該会員資格の初年度年会費等，及

び入会金（基本年会費の20%に相当する額）を納め
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布を受けられないことがある。

第11条基本年会費の滞納が1か年以上に及ぶときは，会員資

格を喪失する。

第12条会員資格を喪失した者で，再入会を希望する者は理事

会の決議を経て，再入会を認めることがある。

2．前項において,定款第9条に基づいて任意退会した者は，

随時再入会を認めることができる。その場合において，

会員でなかった期間の基本年会費相当額を全額支払っ

たときは復会として扱うものとし．復会した者は会員

でなかった期間も継続して会員であったものとみなす。

3． 第1項において，定款第11条第1項イ号により会員

資格を喪失した者は，過去の会費支払い義務不履行に

対して別途定める追徴金を支払うことにより、再入会

を認めることがある。その場合において，会員でなか

った期間の基本年会費相当額を全額支払ったときは

復会として扱うものとし，復会した者は会員でなかっ

た期間も継続して会員であったものとみなす。

第13条年会費等は，年額1回納入とし，分割納入は出来ないも

のとする。なお､複数年分を一括納入することもできる。

二．維持員

lD45,000円とし，所定の機関誌が配布される。

ホ．外国籍を有する正員，学生員に対してその居住する

国または地域によって，基本年会費を50％減額す

る支援を与えることができる。対象国，地域等の

設定については別途定める。

ヘ．名誉員，正員，及び学生員は，会誌及び論文誌以外

で．本会が提供する本会刊行物のオンライン版を，

別途定めるオプション料金で購読できるものとする。

第7条名誉員，正員，及び学生員は，いずれかのソサイエティ

に属さなければならない。また，希望により他のソサ

イエティに追加登録することができる。

イ．正員

ソサイエティあたりの追加登録費（年会費）は

3,500円とする。

ロ．学生員

ソサイエティあたりの追加登録費（年会費）は

2,000円とする。

2． グループに参加するものは、グループの定める追加登

録費（年会費）を納めるものとする。

3．年度途中では， ソサイエティの追加登録あるいはグル

ープへの登録のみが可能であり， これらの登録削除

やソサイエテイの登録入替えは出来ないものとする。

第8条名誉貝及び退任した会長は，会費を要しない。

2．当該年度において年齢が満70歳以上の者で．継続し

‐ ての在籍年数と年齢の和が110に達し，本人が11月

末日までに申請した場合は，理事会の承認を得て翌

年度からの基本年会費を免除する。なお，該当する

会員を終身会員と称し， その証として正員（終身）

等と記した会員証を贈呈する。ただし， 申請時に当

年度基本年会費の未納があってはならない。なお、

会誌(冊子体)は,希望する終身会員に対して有償(年

額3,000円）で配布することとする。

3．当該年度において年齢が満65歳以上で，かつ継続し

ての在籍年数が20年以上の者が年金以外に収入がな

く，本人がll月末日までに申請した場合は，理事会

の承認を得て翌年度から3,000円の基本年会費の減

額を認めることができるものとする。ただし， 申請

時に当年度基本年会費の未納があってはならない。

4．災害罹災を含め，その他特別の事情がある場合は、理

事会の承認に基づき年会費等の減額あるいは免除をす

ることがある。

第9条維持員を除く会員が納める年会費等は年額の前納を原

則とし，複数年分を一括納入することもできる。

2． 同一組織等に所属する5人以上の名誉員，正員及び学

生員が， あらかじめ責任者を定め，その責任者によっ

て年会費等の納入，機関紙の配本等の事務手続きを一

括して行う場合は，グループ扱いとすることができる。

グループ扱いに関する細則については， 別途定める。

3．年会費等に過払いがあった場合，原則として翌年度以

降の年会費等に充当し，返金は行わない。ただし，定

款第9条に基づく任意退会時には、手数料3,000円を

控除して残額がある場合，その残額を返金する。

第10条年会費等の滞納が3か月以上に及ぶときは， 当該年会

費等が完納されるまで，機関誌の配布停止を含め対

応する会員の各種権利を停止する。

2．停止した機関誌は，年会費等を完納した場合でも，配

第3章役員，代議員

第14条（削除）

第15条次期会長は，次年度に会長となる候補者となり，会長

を補佐する。任期は，原則として‘選任後1年以内に

終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時ま

でとし，理事としての任期は定款第26条による。

第16条次期ソサイエティ会長は，次年度にソサイエティ会長と

なる候補者となり， ソサイエテイ会長を補佐する。本条

でのソサイエテイ会長及び次期ソサイエテイ会長の役職

に関する事項は，理事を選出する資格を理事会で認めら

れたソサイエティの当該役職に関するものであり，役職

毎の任期は，原則として，それぞれ選任後1年以内に終

了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までと

し，理事としての任期は定款第妬条による。

第17条副会長として，学術強化並びにそれらを活用した増収

施策などに関連する事項の担当(学術強化担当と言う）

と，学会運営・組織強化並びに学会財務などに関する

事項の担当（学会運営･組織強化担当と言う）を置き，

各2名ずつで分担する。

第18条会長，次期会長及乙幅1会長を除く理事の職務分担は，

次のとおりとする。本条のソサイエティ会長及び次期

ソサイエテイ会長に関する規定は，理事を選出する資

格を理事会で認められたソサイエティの当該役職に適

用される。

総務 庶務及び他理事の所掌に属さなし事項

会計 会計に関する事項

編集 編集に関する事項

企画 企画研究に関する事項

調査 調査研究に関する事項

ソサイエティ会長 ソサイエテイに関する事項

次期ソサイエテイ会長ソサイエティに関する事項

編集長 編集に関する事項

企画戦略室長 政策・運営に関する事項

規格調査会委員長 規格調査に関する事項

第19条定款第5条第2項から7項に定める代議員を選出する

ための選挙細則は，理事会の決議を経て，別途定める。
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第8章大会及び講演会，講習会等2．代議員は会員を代表して社員総会の構成要員となり，

審議に参画し，議決権を行使する。

第36条本会は，単独または他の学会と連合して毎年1回以上

大会を開く。ただし，理事会の決議により休会するこ

とができる。 ．

第37条各ソサイエティならびにグループは，単独もしくは他

のソサイエティならびにグループまたは他の学会と連

合して毎年1回以上ソサイエティ大会またはグループ

大会， あるいは各ソサイエテイまたはグループで定め

るこれに代わる大会を開く。ただし， 当該ソサイエティ

ならびにグループの最高決議機関の決議により休会す

ることができる。

第38条本会または本会の各ソサイエティ， グループ、その他

の委員会は，単独または他の関係団体と連合して、講

演会，討論会，講習会，研究発表会等を開催できる。

その開催にあたっては，予算等について理事会または

各ソサイエティならびにグループの最高決議機関の承

認を必要とする。

2．前項の会合は，機関誌その他の方法により，会員に通

知する。

第4章編集長，企画戦略室長，規格調査会委員長及び事務局

第20条編集長は定款第4条イ号及びト号に係る事業を企画，

実行するため必要な委員会を組織し主宰する。

2．編集長は，編集理事と協議して編集に係る諸規程の起

案または改訂案を作成し， これを理事会に発議する。

3．会長は，理事会の決議を経て，編集を分担する理事を

補佐するため，編集特別幹事を置くことができる。

第21条企画戦略室長は本会の政策・運営に関する事項を検

討し， これを理事会に発議する。

第22条規格調査会委員長は，定款第4条ハ号及び二号を実行

するために，必要な事業計画を立案し，実行するため

の規格調査会を組織し主宰する。

2．規格調査会委員長は，調査理事と協議し，規格調査に

係る諸規程の起案または改訂案を作成し， これを理事

会に発議する。

第23条会長は，理事会の決議を経て，事務局長を任免する。

事務局長は会長の命を受け，事務局の組織人事を管

掌する。

第24条事務局長及び職員は有給とする。

第25条本会の活動に係る重要事項に関し，業者等との役務の

提供を受ける契約を行うときは､事務局長がその企画・

立案を行い，担当理事の了承のもとに理事会において

その承認を受ける。

第9章機関誌図書

第39条会誌論文誌（オンライン版）ならびに定期的に発行

する印刷物及び印刷以外の媒体による発行物を機関誌

という。

第40条毎月1回会誌を発行して，会員に配布し， また一般に

販売する。

第41条各ソサイエティは論文誌（オンライン版）を発行して，

当該ソサイエティの会員に配布し,また一般に販売する。

第42条必要に応じ，電子工学及び情報通信に関する学理ま

たは応用に関する専門図書（印刷物及び印刷以外の

媒体による発行物）を編集し，刊行する。

第43条次のものに機関誌及び本会刊行の図書等を寄贈する。

イ．国京国会図書館

ロ．その他理事会の決議によって定めたもの

第44条理事会の決議により，国内外の次のものと機関誌等の

交換を行うことができる。

イ．電子工学及び情報通信に関する学科を有する大学

ロ．電子工学及び情報通信に関する研究所

ハ． 関係学協会

二．その他特に必要ある文献の刊行者

第5章役員候補者の選挙

第26条役員候補者の選挙は， 別に定める手順により提出期日

までに投票することを要する。

第27条役員候補者の選挙の投票の開票及びその計算は’会長

の責任において行い，各得票数を決定する。

第28条当選者は．得票数により会長が決定するc

2．得票が同数である場合は，年長順によって当選者を決

定する。

第29条会長は， 当選した役員候補者に対し,その旨を通知し

て,社員総会以前に役員候補者としての承諾を求める。

会第6章委 員

第30条本会の事業の円滑な運営を図るため，理事会の決議を

経て必要な委員会をおくことができる。

第31条前条による委員会に委員長を置く。

2．委員長は，理事会の決議を経て会長が委嘱する。

第32条委員長は，理事会に出席し，その所管する事項につき

報告し，意見を述べることができる。

第33条委員会に関する規程は､理事会の決議を経て別に定める。

第7章事業計画及び収支予算，事業報告及び決算

第10章謝礼，謝金及び経費

第45条本会に金銭または物件を寄付したものには謝状を贈呈

する。

第46条本会の主催する講演会の講演者，機関誌への寄稿者，刊

行図書の執筆者等に対しては，別に定める基準により謝

礼を贈呈することができる。

2．本会の会議及び集会に出席した者に対し，別に定める

基準により，交通費等の必要経費の一部を支給するこ

とができる。

3．本会が主催し， または共催する研究会， 国際会議委

員会等に出席した者に対し，謝金または交通費等の必

要経費の一部を別に定める基準に従い，各委員会，組

織会合等の開催責任者たる長の判断で支給すること

第34条次年度の事業計画書及び収支予算害は，毎事業年度の

開始の前日までに理事会の承認を得ることを要する。

第35条当該年度の事業報告及び決算については，毎年定時社

員総会前の理事会に提出することを要する。
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において承認を得るものとする。

第59条支部は理事会承認を経た収支予算書に基づき，支部事

業計画を遂行するものとし，決算時に清算することに

より，繰越金を保有しない。

第60条支部長は，毎年2月中に次年度の事業計画案及び収支

予算案を， また毎年4月末日までに前年度の事業報告

及び決算書類を、会長に提出するものとする。

ができる。

4．その他理事会において必要と認めた場合に謝礼を贈呈

することができる。

第11章表彰，奨励

第47条電子工学及び情報通信に関する学術， または関連事業

上特別の功労があった者， または重要なる発明をなし

た者は，理事会の決議により表彰する。

第48条電子工学及び情報通信に関する特に優れた学術論文の

著者は，理事会の決議により表彰する。

第49条電子工学及び情報通信に関する学問及び技術の有益な

研究をなす者には．理事会の決議により奨励賞等を贈

呈する。

第14章ソサイエテイ等

第61条ソサイエティに関する規程は， ソサイエティにおいて

定め，理事会の承認を得るものとする。

第62条ソサイエテイ会長は， ソサイエテイの会務を総理し，

ソサイエティを代表する。

2． ソサイエテイ会長に事故があるときは，次期ソサイエ

ティ会長がその職務を代行する。

第63条ソサイエテイ委員候補者の選出方法,任期等は， ソサ
イエティにおいて定める。

2． ソサイエティ委員候補者は3月末日までに選出し，理

事会において承認を得るものとする。

第64条ソサイエテイは理事会承認を経た収支予算書に基づ

き， ソサイエティ事業計画を遂行するものとする。

第65条ソサイエテイ会長は，毎年2月中に次年度の事業計画案

及び収支予算案を， また毎年4月末日までに前年度の事

業報告及び決算書類を，会長に提出するものとする。

2．理事を選出する資格を持たないソサイエティの次年度

の事業計画案及び収支予算案に関しては、前項の規定

は， 当該ソサイエティと共同運営を行う理事を選出す

る資格を理事会で認められたソサイエテイの会長の責

任とする。

第66条ソサイエテイに準ずる研究集団として，理事会の決議

を経てグループを置くことができる。

第67条グループに関する規程は． グループにおいて定め，理

事会の承認を得るものとする。

第12章会 計

第50条毎月の収支状況及び資金現在高は，会計理事がこれを

掌握し，四半期ごとにまとめて理事会に報告する。

第51条各ソサイエティ及びグループの財務状況は，各ソサイ

エテイの会長及びグループの長がこれを掌握し，四半

期ごとに当該会計責任者が会計理事に報告する。会計

理事はこれを理事会に報告する。

2．理事を選出する資格を持たないソサイエテイについて

は．前項の規定は， 当該ソサイエティと共同運営を行

う理事を選出する資格を理事会で認められたソサイエ

ティの会長の責任とする。

第52条会計事務を引継ぐ‘ときは,会長が引継調書を作成の上，

監事の承認を受け， これを次期会長に引継ぐものとす

る。ソサイエテイ及びグループにおいても同様とする。

第53条本会の会計処理は，法令，定款本規則及び公益法人

会計基準等に基づき,別に定める会計処理規程による。

第13章支 部

第15章補 則第54条各支部に、吹の支部運営委員を置く。

イ． 支部長 1 名

ロ． 支部庶務幹事 2名

ハ． 支部会計幹事 2 名

二． 支部委員 若干名

なお、上記に加えて次期支部長1名を置くことがで

きる。

次期支部長は次年度に支部長となる候補者となり、役

職毎の任期は、原則として、それぞれ1年とし、委員

としての任期は通算2年とする。

2．支部委員数は，理事会の決議によって会長が定める。

第55条支部長は､支部運営委員会を招集してその議長となる。

2．支部長は、支部の事務を統括する。

3．支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ指名

した支部幹事､または支部委員がその職務を代行する。

第56条幹事は、支部長の命を受け、支部の事務の執行を補助

する。

第57条支部に関する規程は、支部において定め、理事会の承

認を得るものとする。

第58条支部運営委員候補者の選出方法、任期等は、支部にお

いて定める。

2．支部運営委員候補者は3月末日までに選出し，理事会

第68条本規則の改廃は，理事会が行う。

第69条各種の規程は，理事会の決議を経ることを要する。

付 則

1． この規則は，一般社団法人電子情報通信学会設立の登

記の日から施行する。

付 則

1． この規則の改正は，平成24年度会費から適用する。

付 則

1． この規則の改正は．平成24年7月23日から適用する。

2．但し．第2条第5項（フェロー称号贈呈）について，平

成27年までは，正員を対象とすることができる。

付 則

1．平成27年2月16日の改正は，改正日から施行し，平成

26年lO月1日に遡及して適用する。

付 則

1．平成28年5月17日の改正は，改正日から施行する。

2．平成28年度の体制においては,新任副会長2名(在京／

地方選出）は，在京選出副会長は学術強化を，地方選

出副会長は学会運営・組織強化を担務する。

4



3．下記の変更については，平成28年6月2日開催予定の

定時社員総会における准員廃止の定款変更の承認を停

止条件とする。

・第4条：削除

・第6条：ハ号の削除，へ号の「准員」削除， 二号・

ホ号・へ号の号記号変更

・第7条：ハ号の削除， 二号の「准員」削除と号記号

変更

付 則

2018年5月21日の改正は改正日から施行するものとし，

下記第2項に示すものを除き施行日から適用する。

本改正により，会員種別、会員サービス及び年会費等に

関する条件変更があるもののうち, 2018年度中は移行

期間となるものについては， 2018年度は本改正前の各

条件で継続運用するものとし，適用は2019年4月1日

1

2

からとする。

5



様式第1－1号

－

使途項目 サーチキー
支出証拠書

画一画思癖議員氏鵜ふじのくに県民ｸﾗプ 農知， 駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 4－す

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 騒 経理担当者

経費項目 調査研究費.研修費;感鶏開誇翻費｡会議費.資料絨費.資料購入費.事務費.事務所費.人件費

内 容 ホーム 一
ｑ

ｏ
へ ジの作成・運用

1

ノ

全舗 日 令和Z年古月／日~令和3年3月3/白 金額 ?〃'円

目的 自身の政策や活動を報告するためのホームページ作成・運用依頼

使途 年間管理･維持費暉用費は202q/k~2り"伽分）

政務活動。

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

く領収書貼付枠＞

別添領収書参 郷諏僻｡秘t~2喉”のうち皇

/0,形0
隅 X I減 』

｛

一

一

Z〃 ﾉ月

端-"難菱

跨
套

の理由

政務活動

領収書金額(a)

R仰股円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2j"7『円



ご利用二 Ⅱ －
．■ で

Ⅱ四J ｡q■1

ご利用ありがとうございます｡ ‘ .

内容をご確認いただきお持ち帰りください。

ロ
L

06.520.38 (裏面もご覧ください）

年月 日
UZ iUZ iUソ

ロ

振替先店番･科目･口座番号

n o

052

歩

7

■座
心

、 口座
L 侭．

l■■■

お取；
■
晩苫｜お取

■■■

；|内容
■■■■■■■■■■■■

お取引金額
JdDf |おう|出し 羊ソ，ソUU

抑扱孜致|牢'手'午.牢子~｡.''午.牢．~千~千~~.F ~千千~千〒､句､午千
r ･

おつり 残 高
＊＊＊米＊＊＊X未来X米本

ｷﾘﾙ沙
割引

手数料
羊44U

時刻
Lb,g印 〕036

お取扱い
できない場合

お
賑
込
先
明
撒
，
》
」
弗
陵

llママッィヮタシンキン

ナカカ､､ワ

普通 2006830

”カイ トシカス唖様

ラチ シコンイチ様
「ELO53-523-2282



請求
PAGE l/1

No. 00001143売上日 2020年01月31日〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川7172-698

ラトウールlOl SnaceBOGGY
〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川6640-20

TELO53-522-3346 FAXO53-543-4067

様良知駿一

FAXO53-523-7401TELO53-523-7400

<お振込先＞

浜松いわた信用金庫中川支店 （普） 2006830

シンカイトシカズ

備考：

●〆

′ 商品． ”‐ ド ‘､商品f:!
幟
》

にざI･

剛も
ロ■●aｰ■礼:

‐1. :乙 価 金 額 iiii g･ ､
■4｡■

ホスティング費用 12 月 500 6，000

ﾉの0

5/1～4/30

ドメイン年間維持費 1 年 3,000 3,000

JO"

5/1～4/30

税披額 9,000 消費税額 900 合計 9，900



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

m3Tロー｢5~｢5Tn
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 多－6

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･野鞭儲翻葺会議費･鮮昨嬢･資料購入費･事務費鰯･人件費

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年4月30日 金 額 30,225円

目的 政務活動を行うための事務所の賃借

使途 賃借料（4月分）

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添通帳コピー参 ％7

按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

60,450円

安分率(b)

1／2

､ｹ0 ％

政務活動費支出額(a×b)

30,225円



ページ000ユ59

1 ．普通預金のお取引（兼お借入明細）

令和

差引残尚お頂かり金菰－］F－面一目可~記号司一否更五京盃河

2-03-03IBF I

2-03-231BF 3． 66ユlSMBC（キヤノン

I
問イ

■
※表示内容については、宛名ページ裏面の税明をお読みください。

■I

識
DDO95773 ． 0002－，002 H*★**001 1p01 0402－LO1 0095750＃

戎

口座瀞 ・Z． 課悦区分 マル優お｢込日 マル優口座限庇制

0003208 課税 千円



様式第1－1号

一

使途項目 サーチキー
支出証拠害

｢ﾜW可一｢DT5~｢頁1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

藥琿番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･雰諏儲漉績･会議費･資料ｲ賊費･資料購入鰯藷翻濱･人件費

内 容 事務機器リース代（4月分）

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年4月 30日 金額 11,664円

目的 事務所の事務機器（複合機･PC周り） リース代 一

使途 リース代

関連性

く領収書貼付枠＞

別添通帳コピー参照

リース代：23,328円
緒

按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

23,328円

按分率(b)

1/2

” ％

政務活動費支出額(a×b)

11,664円



虜I強ID，BNYD60

入出金明細照会

ページを印刷する

照会口座

並ぺ替え： 昌量1 日付 退豆基工

日付 お支払し金額 お預り金額

〔全ﾌ3件）

番号
一一

差引残高 取引 摘要 メモ

2m『洋04月03日分
○ 出全 ｼﾔｰﾌﾟﾌ別ﾅ刀 「源隻123，328円001

蝉

雪上ウヨリ

妙

クドワ

函

。Ｓ

Ｋ
Ｍ

Ｎ
Ｓ

《

｜
壁

金出

宇

001

00ユ

2020年04月ﾌﾌﾛ分
930円

2唾0年04月四日分
2,284円

一

出金 シ刀.万.イ
一
正
一
ｍ
｜
唖
一

2唾0年04月五日分
睦篁ユ12，271円．

2020年04月2ﾌ日分
出金 SMK(ｲﾝﾘｲﾄ 「幅隻160j450円

202畔04月西日分
ｴー39,204円 出金 1ﾘコ

O5月08日06時00分時点
(ごロ,イルで釣ﾝﾛｰ脚

n;鱒←§・訓'博一:ザ



様式第1－1号

叩
一

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗTﾗm-m｢訓
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、頃反書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

－『可

決
裁

『

1一

会派代表者

一‐

翰
I

経理責任者 患
9 ?

経理担当者 ■■

経費項目 羅研調･研修費･広聴広報費･雰調譜活動費･会議費･資料ｲ賊費･資繩静費･事務費･事務所費･人料賓

内 容 県庁にて調査巖員総会）

年月 日 令和2年4月 3日～令和 年 月 日 金額 4,000円

目的

骸当項目に丸印）
部局事業ヒアリング･地元要望活動･…下詞･政務活動資料の整理

使途

(該当項目に丸印）
辰通司･宿泊費･駐車料

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

・毒P会員云寺賞向の7こめ、閏1糸鄙向(〃争耒・土安"也束寺乞ｲ准両s~70o

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する ◎

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

司会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収琴占付枠〉

別添利用証明書参

浜松SAスマートー青争岡SAスマート 1,710円

静岡一浜松西 2,290円

1,710円十2,290円＝4,000円

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,000円



『･･一・・一.｡.~｡..~...~.｡~~…~~..~..~｡..~..~~..｡~~｡.~･･･一.~~~~~一･･.~~.T..~-･･~~･･~.｡~~.~~･~.~｡.~~~~...~~.~~.･･~.~~~~一･･~~.~･~~.｡ー

1 ご利用ありがとうございます。 ｜ ご利用ありがとうございます｡ i
l 利用証明書｜ 利用証明書｜

グ▼鰐『． ‘ ゴマ將匠。
|料金所(自)浜松SAスマート ｜料金所(自） 静岡
i料金所(至）静岡SAスマート i料金所(至） 浜松西

’ 20年4月 3日 20年4月 3日
10時10分 18時17分

1適行料金 ￥'｡ ?Ⅲ｡‐慰鱗） ￥2‘ '，｡‐ ↑| (ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

｜ 車種 ‘i 車種 ］

""37725-40653,m繍繭37725_40783@@
1取扱番号

i ※通行料金は消費税率10%対象です｡ i ※通行料金は洲挫税率10%対象です｡ !
i ※本利用証明誉はETC利用照会サービ i ※木利用証明番はETC利川照会サービ I
： スで印字されたものです。 ： スで印字されたものです。

046 i､-..-..-..-..-..-..---.--.--.-.-..__-.--.-..--..-___-...--..-i､.______._一_.__.__-..-..一…-..--...-.-._…._-..-..--...-..-...__.．

厩 寵



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢m可一[ﾜ~｢5~｢Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調剖暁費･研修費･広聴広報費･要請蹴鞠鋤費･会議費･資料胴戎費･資料購入費･鰯･藷弼漬･人件費

内 容 事務用品購入（折りたたみデスク）

年月 日 令和2年4月 7日～令和 年 月 日 金額 2,531円

目的

使途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添領収書参照

折りたたみデスク 1,843円

折りたたみデスク(スリム） 1,380円×2＝2,760円

1,843円十2,760円＝4,603円

外荊纈10％460円

4,603円十460円＝5,063円

按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

5,063円

按分率(b)

1／2

より ％

政務活動費支出額(a×b)

2,531円



灘
■■

トリ■■I
1 rるご質問はこちら

ラフレ,‐ ‐-自

営業時間9&30-20:00
各種お問い合わせはﾓﾊﾞｲﾙｻｲﾄから
もご覧頂けます

電話受付時間10:00～20:00
0120-014-210 ﾆﾄﾘｺｰﾙｾﾝﾀｰ

（携帯からは0570-064-210迄）
＜令頁」』又害＞

I

灘鼎鮒洲i5#
､/ｵﾘﾀﾀﾐﾃﾞｽクルリタDBR ¥1,843
87608298

,/ｵﾘﾀﾀﾐヂｽｸﾌﾚﾘﾀｽﾘﾑDBR ¥2,760･
(01,380×2個） ≦ ，
87608267

カｹトケイメトルNBR ¥1,843
81726233

ｾｯｺｳﾎﾞｰﾄﾞﾖｳﾄｹｲﾌﾘｸ5kg ¥231
81423279

ｱﾙｶﾘｶﾝﾃﾞﾝﾁﾀﾝ3ｶﾞタ ￥95
83702860

小計 6点 ￥6,772
（外税対象 ￥6,772）
外税額 10％ ￥677

合言十 ￥了っ44g.
|Cｸﾚｼﾞﾘﾄ ¥7,449

決済合計 ￥7,449
ざう金勺ロ ¥O

"……"撫榊｡ｲﾝ醗側馬
会員番号

今回ポイント 67P

--------今回ポイント明細--------
通常ポイント 67P

（対象額 ￥6,772）

利用ポイント OP
前日確定ポイント 705P
累計ポイント 772P

本年失効ポイント 624P
本年失効日は12月31日です

＊＊＊＊氷水＊＊氷水氷＊＊＊＊＊＊氷水＊氷水氷水＊＊＊＊＊＊＊＊．

…一

返品交換は14日以内にﾚｼｰﾄと
商品をご持参ください

（ｵｰﾀﾞｰ品、開封後の衛生用品・
消耗品は返品対象外となります）

＝雲…副語睡蓮＝…

一一一一一一

［クレジットカードご利用票］
（お客様控え）

伝票番号

カード会社
会員番号

有効期限
承認番号
お取扱日

O3103

ICANEXCARD

駕蹴背灘I
OOOOO78

2020年04月07日

蕊|鍵 ¥7!449
売上

10:一括
00990

6398105088003

支払区分

商品コード
端末番号

鵜襄 重
アンケート番号:7068034

店コード:05088
レジNo:0003 取引通番:0087

店.MIM|!l!l'lllllll lllllllll
レジNo:0003 取引通番:0087



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗｰ｢ﾗm－｢U~｢5~｢gl
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ感当欄に

記入すること。

轄理番号 ター/0

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈱ 経理担当者

経費項目 關罰調･研修費･広聴広報費･霊調靜翻費･会議費･資料ｲ賊費｡資糊鴬入費･事務費･誘翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査（議員総会）

年月 日 令和 2年4月 10日～令和 年 月 日 金額 3,420円

目的

骸当項目に丸日1
部局事業ヒアリング・地元要望活動． 医派丙謂雪下苔団･政務活動資料の整理

使途

(該当項目に丸印）
反逼蜀･宿泊費･駐車料

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

・ 議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・王要施策等を侭読；する。

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会。委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

。会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

別添利用証明書参照

浜松SAスマートー静岡SAスマート 1,710円

静岡SAスマートー浜松SAスマート 1,710円

1,710円×2＝3,420円

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,420円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,420円



｢.~~.．~...~..~~~.｡~~･~~..~~..~~･･~~...~.､一・・一...~...~．.~.､一･･~~..｢..~..~....~..~..~~..~．.．~….~.．~..~..~..~…~~.｡~..．~....~．.ー

1 ご利用ありがとうございます。 ｜ ご利用ありがとうございます｡ i
l 利用証明書｜利用証明書｜

ヤ鰐『、 祢漂『”
|料金所(自)浜松SAスマート ｜料金所(自)静岡SAスマート i
i料金所(至）静岡SAスマート i料金所(至）浜松SAスマート ！

20年4月10日 20年4月10日

10時56分 18時22分 .
！ 、

“行料． ￥Ⅲ‘ ｱﾕ0－ ｜ (獄齢 ￥]‘ ｱｭ｡- ’| (EfEｸﾚｼﾞｯﾄ）
！ 車種 1 11 車種

‘"40"-,0"30-,3"3‘⑬職議0,430_,3443｡m
i取扱番号

i ※通行料金は消費税率’0％対象です。 i ※通行料金は消費税率’0％対象です。 ！
i ※本利用証明書はETC利用照会サーピ i ※本利用証明書はETC利川照会サービ ！

i スで印字されたものです。 i スで印字されたものです。

046 i－－－－．－－．．－…ー－．－．．－．．－－．－--,-...-.--.ﾛｰｰｰ-..-…-----.--．」-.,-.---.-..-.. ..------,-.ロー･､－．．－． 、』

髄 砿

1



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書 ‘

｢ﾗT7E－｢5T5~E1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当楠に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 願翻霜･研修費･広聴広報費･雰諏儲翻費･会議漬･資洲鰔費･資繩静費･事務費･事務所費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和2年4月 17日～令和 年 月 日 金額 3,420円

目的

骸当項目に丸印）
部局事業ﾋｱﾘﾝグ･匝完菫菫落罰･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理

使途

(該当項目に丸ED
反逼司･宿泊費｡駐車料

政務活動．

県政との

関連性

儲当項目に丸EW)

・ 后霊会・委員会等質問のため、関係部局の事業。王要施末寺を館藏乱すつ。

］ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する 0

。 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

く領収書貼付枠＞

別添利用証明書参

浜松SAスマートー青争岡SAスマート 1,710円

静岡SAスマートー浜松SAスマート 1,710円

1,710円×2＝3,420円

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,420円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,420円



｢.．~．.~~...~.~~~…~~.~.｡.-...-...~．..~.．~..~~.｡~~･~~..~~･･一・.一・下.．~…-..~..~…-..~~..~.｡~~..~...~~~~~.~.~..~~.~~~~~..~.~~．

！ ご利用ありがとうございます。 ｜ ご利用ありがとうございます｡ i

l利用証明書｜利用証明書｜

ご▼鰐『、 ゴマ鰐『、
l料金所(自）浜松SAスマート ｜料金所(自）静岡SAスマート i
i料金所(至）静岡SAスマート i料金所(至）浜松SAスマート ！

20年4月17日 20年4月17日

9時15分 15時24分

! “行料金 ￥Ⅲ' ｱⅡ｡=|E禰齢 ¥1, 710- i| (ETEﾙｼ､ﾂﾄ）

｜ 車種 】！ 車種 1

""7",,_,6"3,⑬噸議75491-96163[m
i ※通行料金は消番税率’0％対象です． i ※通行料金は消我税率’0％対象です。 ！
i ※水利ﾉfl証明啓はETC利用照会サービ i ※本利川証明譜はETC利川照会サーピ ！

i スで印字されたものです。 i スで印字されたものです。

046 1
ー■■一■早一■■一■■一■■一■ロー■呂一ﾛﾛｰも｡一..－.■一■･一口.－■ロー■｡－.ロー■.=..－..－｡.－．.－..－... .－.. ..－.
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〔‐



様式第1－1号

＝

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢m－｢万E｢引
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 闇 経理担当者

経費項目 調査研究費.研修費.広聴広報費.雰削縮謂鐵費.会議費.資料鰄費.欝s朧入費鰯謡弼漬.人件費

内 容 電話代 (4月請戒分）

年月 日 令和2年2月1日～令和2年3月31日 金額 3,867円

目的 事務所電話代

使途 電話代(R2.2～R2.3月分）

政務活動。

県政との

関連性

く領収琴占付枠＞

別添払込受領書・請求内訳参照

‐
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按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

7,734円

按分率(b)

1/2

40 ％

政務活動費支出額(a×b)

3,867円
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日頃、 NTTファイナンスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

童礎を雪季ツ噌蓉唾睡+癖認城凝m雛誕に麺記載の場流郷いき為願いし講｡ ( ■ ↑／ ■ 3{べ言ジ）
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客 様番
CUSTOMERNUMB F

零
**-* NTTファイナンスからのお知らせ*** ． ; ‘ （ ， メ ‘覇

=.: . ;_":割熱 ′

奇数月のご請求額が5, dOO円未満の場合は､翌月分縮数月に2ケ月ま妙聯請求しております;:溌犠 ゞ舟各月の料金は「ご請求内訳jをご覧｡ください。 ； “
※複数回線まとめての鱈請求や、料金回収代行サービスをご利用の場合等は、毎月ご請求しております｡:‘ 、‘-． 誠'一‘ ． 、 4歩: ‐ ｡; ，_殉珊‘ ’ ず‘ ：鷺：‘ ； ‘認-i， f’ も ‘･ ｡鼠 。

請 求
虻 ー歯

(MONTH
－

2020年

年 月

OFISSUE)
・蚤

4月ご請求分

お 号

ざ

***NTT西日本からのお知らせ*** :!.

ﾌﾚﾂﾂ光の割引ｻｰピズ(光もつともうと割､wo6蝋うど番うと割く■ど4-嘩割､ど_んと学割軸まじめ割)は割引契約
期間満了時に契約が自動延伸されます｡自動延伸をご希望され称場合邸”西日本へご連絡が必要蚕す。
割引適用期間中（自動延伸後を含むﾙに本割引ｻｰピｽを解約された塲餅解約金誘発生ずる場合が”ます･ ” 、 “誌ゞ鳶 ≦′ ．

なお､…割引適用期間の満了月とその翌月に解約した場合には解約金は発生いたしません｡ ………一一一…= ‐ゞ 、……‐ ‘
詳しくはNTT西日本ﾌﾚﾂﾂ公式ｻｲﾄj[hJtp://f"fletS-".~ c<｡"m/wa篭ｼj溶き確認ください。
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確 ､Eロ 2 4←鐸

I

↓下の部分を切り取り､当社指定のｺﾝﾆｴﾝｽｽﾄｱ､勘金融機関､"ゆらちよ銀禄:雛獄, :ドｺﾓジﾖｯブへ払い込みをお願いいたします‘
時 L』Tp :畠 ;､[ , f

CutofftheslipbeiowanduseitWhenpayingthechar9"at6nSbfbIidbsWMWie"鐙裁｡『鰯'afinandal inStitutiOn,ap"tcffice,adotomoshop｡
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お客様ご請求番号
BILLINGNUMBER .

q ＝
､E■■■■■■■l 。 請,求年月

MONTHOF ISSUE 2020年 、4月ご請求分：
&｡ 割ﾛ ､ 牡“ 〆 L ､ 儲韓 誤

内訳項目金額(Pg
｣RGFBRFAKDOWNBYCATE60RY(Yﾓト

内訳金額（円）
.､AMOUNT(YEN)

請 求 内
DETA1LSOFCH謡等 詳 細僅職も諌嵜ｽ提供事業者が）IRGE BREAKDOWN

鼻弓聖習､唾

税区分
1永驚

． ． 。§津**NTT西日本からのお知らを**革'′ 、…､. 、､。 、 … 、~ ‘ ‐ ‘ 、 ’ 、“

※電話のご注文･お簡合ぜぽ｢I,i6jへ(鯏臘講義､ら節ざb622:obbi,6入(漁料）
※電話の故障は「113』へ（無料）／携帯電話からは0120－444113'､(無料）

※フレツツ・ひかり電話:0120-116116へ（無料)/故障:0120-248995'､(無料）
※弊社分請求額のうち、料金回収代行分は、NTTファイナンスへ謂求事務券季託I,てぃ生す‐





様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7－｢ﾗｰ｢珂一｢m｢訓
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

雲且番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 厨認胃･研修費･圃紘報費･霜調需鋤費･会議費･資料ｲ賊費･資膿購入費･事務費･事務所費･人件費

内 容 県庁にて調査（議員総会）

年月 日 令和2年4月 20日～令和 年 月 日 金 額 3,420円

目的

(該当項目に丸印）
部局事業ヒアリング・地元要望活動． 雪匿ヨ ･政務活動資料の整理会派内訳

使途

(該当項目に丸帥
辰逼胃･宿泊費･駐車料

政務活動．

県政との

関連性

(該当項目に丸印）

ロ垂＝＝具＝寸皇lHJv／ノーいノ、 l麺し1，口1JﾉHJv〆〒オミ 一些一幻L竺〆1更式丁〔一M岸NJu， ノンo

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗伏況などを確認する ◎

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。

。 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

口会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く慎反書貼付枠＞

別添利用証明書参

浜松SAスマートー青争岡SAスマート 1,710円

静岡SAスマートー浜松SAスマート 1,710円

1,710円×2=3,420円

～

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,420円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,420円



『･ー･･一･･一･･一･･一･･ー･･一･･一･･ー･･･~~･･一･･一･･ー･･･.~･･一･･･.~･･･~~･下･･一･･･~･･･一･･ー･･一･･･一･~~~．．ー･･･一･･ー･･一･･一･･一….~….~･･･-~｡.‐

i ご利用ありがとうございます。 ｜ ご利用ありがとうございます。 ，
|利用証明書｜利用証明書’

ず▼鶚『． 勺漂匡、
l料金所(自）浜松SAスマート ｜料金所(自）静岡SAスマート i
i料金所(至)静岡SAスマート i料金所(至)浜松SAスマート I

20年4月20日 20年4月20日

9時24分 18時54分

1 通行料金 ￥1， 710－ ｜ 通行料金 ¥1, 710- i
| (ETEｸﾚｼﾞｯﾄ) i (ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）
i 車種 ， ｜ 車種 ］

!A15004-205491-962139⑬畷議"…6293[
i ※通行料金は消賀税率10%対象です｡ i ※通行料金は消聾税率10%対象です。 ！
i ※木利用証明苔はETC利用照会サービ i ※本利用証明書はETC利川照会サーピ ！

i スで印字されたものです。 i スで印字されたものです。

._.__…__…--"__-. .._..9"._－!_ …－．－ －－． ……_』42.._j

砿 砿

一

ｹ



様式第1－1号

I

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7｢ﾗｰ｢7]－｢m｢引
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、倒又書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ．

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊調誇瀧債･会議貢 償鬮瀞費・事務費･詞翔漬･人#費

内 容 コピー機使用料

年月 日 令和2年2月 15日～令和2年3月 13日 金額 1,142円

目的 資料等のコピー

使途 令和2年3月請求分コピー料

政務活動。

県政との

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成，

く領収書貼付枠＞

別添預金通帳コピー請求書参

引き落とし日 （4/23）

按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

2,284円

按分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,142円



l罰裳1，．BNYO60

入出金明細照会

ページを印刷する

照会口座

並べ替え：登量｜ 日付 垂三皇玉

日付 お支払い金額 お預り金額

〔全フョ件）

番号 差引残高

｜

調
準

摘要 メモ

2020年04月03日分
ｼﾔｰﾌﾞﾌｱｲﾅ期 「編三123，328円001

一一

出金 NKS,ｺｳﾄﾞｸﾘﾖｳ

出金 SMBC(ｷﾔﾉﾝ

円
円

０
４

３
．
‐
８

９
２

Ｊ
２

》
一
》

輻

０
０

蔭
畔

２
２

加
一
加

一
皿
一
皿
一

エ温三’
一凸一一一一一一勺.一一

I逼望ユ○
一一

’
一

一
超
一
》ト

ー

一
癖
一
蝿
一

一
（

準
一
準

｜
唾
一
吋
一
睡
・
一

■
０

2020年04月27日分
12｢271円

2020年04月27日分
60,450円

2，コn年04月27日分
出金 オリコ [霊ユ39,204円

05月OB日06時00分時点
(酉Vﾌﾌ，ｲﾙで勘ﾝﾛｰﾄ9

□
・
８
毛

〃
〃計11 ' .､－圭



一三

Ca餌⑪、
一号二士

求書一同月 (お引落のお知らせ）
2020年03月16日

震キtZノンマーケティングジャパ

良知駿一事務所御中

いつも格別のお引立てを賜り誠に有難うございます。

下記の通りご請求申し上げます。

お支払方法：ご指定口座より振替させていただきます。
お引落日 ： 2020年04月23日

お引落口座:■■■■■■■■■
お客様番号

請求書No. 58263496

2020年03月分締日

ご請求額(税込） ：￥2,284-

蕊ﾘIR-ADVC3520F-3凧零章轌阜密読澗U■…－－………製品名IR-ADVC3520F-3

今回値 前回値
請永期間“/02/'5宇幽/0”_偉割り､ﾛ■■■
控除数 ご使用数

1 カラーコピー

2 カラープリント

3 ブラック

カウンター保守料金

1 カラーコピー

2 カラープリント

3 ブラック

０
．
６
４

２
．
３
４

６
８

．
２

０
．
６
７

２
．
５
８

“
５
５

，
２

０
．
０
２

０
０
５

８
５

．
２

品名 数量・月数
0

80

255

単価

18．00

18．00

2．50

額
０
恥
釘

金
・
４
６
．

１
一

1 ～

1 ～

＜各種廿宝ビス料金合計暖 抜
一

税
計

ｌ
等
合

計
象
税
額

合
対
費
求

金
眺
消
請

料
。
盲

洲リ
207）

2,284

＃…非課税または免税／¥孟軽減親率詞豪品目フヌ宕言奎顎言天至済フ辰号＝蔀言天至宗

塵I



様式第1－1号

f超金項目 サーチキー
支出証拠書

｢7m－厄~｢D~｢Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

－

「苓壼11－

伏
裁

l'一'一

会派代表者

ココ
’
’
一

’
’
一唾唾

鱈 ）
q 『

1－’

経理責任者 ⑬
用 『

1｢－一一I
－

1「

経理担当者

ー

■
一

■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏調誇躍憤･会議費･資料侑戎費･鯛費･事務費･譲所費･人件費

内 容 新聞購読(2020年4月分）

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年4月 30日 金額 930円

目的 情報収集

使途 新聞購読料

政務活動。

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かす6

く領収書貼付枠＞

一~？~凸.一雨,~…~･といー､一･･屍＝一一……背ー…己 一今一一 一 = ･－－℃－堅餉磐一P一…－－一一ヨーーー室一一一一一戸一一冒一一再･一一一一一… －－戸一一空一ヂ ｰｰｰ時F一テーーQ－－－F－－喝豆＝ ､－－－－_ 宇一_

、 ； ・ -. ：ルー･－…--…－､息-.､霞､.､一一・….…－…-……-……- ,--…』…詮雲豊.－．鳥-､．.…、
烏 』

≠J

} i良知駿一 ‘
梯¥:一ふ領』又書土一”

;｡〉.==薪鍔薙誌茗…一一…一蔀薮瀞i…蓋讃一! 930円;‐ ‐ ． 、 … ー ‐ → ‐‐ ‐‐ ． .‐ ． ‐.ーー~－－，1－′γ…‐…･ 一--.--

， ； ｢しんぷん赤旗｣日曜版 ＊ 】： 93味:~宗一＝ゞ＝＝＝：2020年 4月分；
M △ I +

ド ； ＃ ‘ ､－．,_ー一一_"___._‐_一割---..-----碑
1 P P L P

i搦耀裟繧膳率した。i i
， ；

日１匹ｋ１‘も函Ｆ１９ｒ■

１
斗
ｂ
ｌ
ａ

「
■
１
．
Ｆ

一

母 ｝
I

埠 矛【

、

F

: ； ‘ ！
l i

l 〒433=8122。 “‘． 。
i 日本共産党西部地区委員会”

j■ -ぅ一γ言＝J＝_－1抑嘩熱溌藤駐藤'延f" :。 、 、“ ゞ鳶。 ､､篭ゞ ‘ 、 ‘ . ” …. “ ”…－． ： ‘

輔一壗騨謂哨 ､ ? ‘, ､ 念 鐵 堪 P響 , ､ ‘‘
､ I収

… “ … ､, "" '1";r l闇‘ ”｡ , ､坦一
． 。 ？ ‘領 i:

I ：

《

I，

L一"、 ‐-. ．' 舜","-," ‐司雷罐一" -､…､､､ 一 手司一…"ゞ " ･…職…L－…- "-.勺-‐-雲、 -. ‐－－…. .‐ -←､≠…. 、---｡"‐ _ _ ‐…､ .. _ " 串. "必X､…. ‐ 雲=…｡ =罰 、

命宇蓉

Ｔ
ｐ
７
ｒ
４
ｆ
Ｅ
岳
Ｐ
号
１
．

ｆ
ｆ
司
町
ｌ
ｒ
Ｂ
ｒ
Ⅸ
Ｅ
Ｉ
Ｉ
も
！
、
や
ｉ
１

３

Ｊ

，

Ｆ

４

Ｌ

ｆ

Ｊ

ｒ

1
｛

、 i

‐ ；

侭 ‘圃 司 l
1

， $

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

930円

按分率(b)

／

100％

政務沽動費支出額(a×b)

930円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7｢7T詞一[万~｢F~｢Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

藥理番号

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰談涛鐵費･会議費･資料侑蹟･噸費｡事務費･譲所費･人件費

内 容 新聞購読(2020年4月分）

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年4月 30日 金額 12,271円

目的 情報収集

使途 新聞購読料

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かす6

く領収書貼付枠＞

別添領収証参照
P ローョーコニーーロー■1Ⅱ冒凸ローレ 一 一ロヨ 寺■= →一■b学4七口p BqqG-申一』一口 ー一一

鎖職議《画塵擬替》
支店 蕊域 感銘
01 042 019
※は軽減税率対象です

NO，

■■■ 良知駿一 101

株式会社 ニュ
浜松市北区細江町中川543

細江

本店 053-522-0261

ご厩漉あｻﾉがとうございます。本証はご保存下さい。金額その他を町正したものは焦効です。

振

様
識 桶

※静岡新聞
※日本経済新聞朝刊
※日刊工業新聞

10%対象 0
8%対象 12,271

鰡聡刺I拳調!(隅I

１
１
１ 口

3,300

4,250

4,721

(内消費税 o)
(内消費税 909）
I

！ ；蔵ゞ毒 領収金額（含消寅税）

12，271 円

2020 年 04 月分

領収致しました。

年 月 日

係

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

12,271円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

12,271円
1



様式第1－1号

使途項目 ｻｰﾁｷｰ 支出証拠書
｢71『川一｢D~｢DTn

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、慎反書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 4－/7
－F■

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬

1 1

1ｰ’

経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰調誇鰯費･会議費･資料1月殿･資料購ｽ費･事務費⑳ ･人件費

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和2年5月 1日へ令和2年5月31日 金額 30,225円

目的 政務活動を行うための事務所の賃借

使途 賃借料（5月分）

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添通帳コピー参照 ％ 7

按分の理由

後援会活動と按分

領収書金額(a)

60,450円

按分率(b)

1／2

％

政財湧沽動費支出額(a×bノ

30,225円



底I堂ID･BNYO60

入出金明細照会

パージを印刷する

照会口座

並べ替え： 量量｜ 曰何 通三 ・＝

日付 お支払い金額 、 お預り金額

〔全う可件）

番号
一一

差引残高 取引 摘要 メモ

2,2n年04月03日分
鼎全 沖-ﾌﾞﾌ刃ﾅ期 「鯛莫123｢328円00ユ

鼎今

円
円

０
４

３
８２

９
－
乙

畦
一
分

浬
一
》

媚

０
０

蔭
畔

２

唾

０

２
２

｜
皿
皿

NKS..外.ｸﾘﾖｳ 「混冥1

鼎会 SMBaｷ"ン 「搗雲7

－口

４

鼎今
一
睡
一
”
一
睡
一

○

つ､ﾌn年04月27日分
I握篁112,271円 ｼ刀.ガイ

?､ﾌn年04月幻日分
鼎会 SMBC(pｻｲﾄ 「揖隻160｢450円

2020年04月2ﾌ曰分
出金 抑． …39，204円

’

05月08日06時00分時点
(唾切イルで弱ﾝロー門ダワンロード

□誠'､ｰも
５

℃

画

や

■

■

け
り
ハ



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

[列~『｢可一回り~｢rl
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 拳一/8

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･雰識情窯鋤費･会議費･資料鰄費･資料購入費･鰯･難所費･人件費

内 容 自動車リース料（令和2年4月分）

年月 日 令和2年4月27日～令和 年 月 日 金額 19,402円

目的

使途

政務活動。

県政との

関連性

＜同貝収言貝白何~1芋＞

別添通帳コピー参照 、

月額リース代39,204円のうち、対象外経費(自動車重曇ji)を除いた38,804円(※)の1/2相当額を

請求する 0

38,804円×112=19,402円

※リース料支払総額3,293,136円一対象外経費(自動車重量税)33,600円＝3,259,536円

3,259,536円÷84回分割＝38,804円

と私用で按分

領収書金額(a)

38,804円

按分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

19,402円



画孟｢D，BNYO60

入出金明細照会

パージを印刷する

■■■■■照会口座引佐寺虐

並べ替え：重量｜ 日付 垂三 一逵

日付 お古払い金額 お預り金額

（全ﾌｺ件）

番号
一一

差引残高 取引 摘要 メモ

2020年04月03日分
出金 シfﾌﾟかｲﾅﾝｽ 「禰三123,328円00ユ

一
皿
一
皿
一

2020年0媚ﾌﾌﾛ分
930円 出金 NKS-ｺ外.ｸﾘﾖｳ 「損雲1

2唾0年04月フコR分
SMBC(ｷ秒ン 「搗雲1出金2，284円

出金006

007

O oO8

2020年04月四日分
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様式第1－4号

■■■■

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

[ﾗｰ｢§~｢m－｢UTU~m

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・ 良知駿一）【 4 月分】

）

く領収書貼付枠＞

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す

ること。

轄土甲杳-号 ＃一／9

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ㈱ 経理担当者 ■■

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踞誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行促醗 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行慨難(km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行f"(km)/総走行足鴎佳 （上記C) (km)

･充当限度割合による按分：領収書金額（円）×充当限度割合 一

走行距離(km) 積算方法※
幻

充当額（円）

9必5 18円×．鍔息、 16,965

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名良知駿一 駁

按分の理由 領収書金額(a)

円

按分率(b)

／ゆ

％

以3労Y盲動萱又画肴貝(a Dノ

円



月 日 内 容 行 程 走行f"(km)

4/1， 2， 4， 5，

6， 7， 8， 9，

11, 12, 13,

14, 15, 16,

17, 18, 19,

21， 22， 23，

24， 26， 27，

29， 30

自宅一事務所（往復･900m) 自宅一事務所（往復） 22.5

4/3 議員総会
自宅一県庁一(浜松西Ic)-

自宅
169

4/7 地元要望活動 事務所一北区役所（往復） 9.0

4/9
●地元要望活動

●新型コロナ影響調査

●事務所一北区役所一北

消防署一事務所

(11.51Q,,)

●事務所一細江町中川地

内事業者一自宅

(0.81dn)

12.3

4/10 議員総会 自宅一県庁（往復） 157.4

4/14 地元要望調査
事務所一奥浜名湖観光協会

(往復）
9.6

4/15
●新型コロナ影響調査

●箇所付け現場確認

事務所一引佐町井伊谷地内

事業者一引佐町井伊谷地内

箇所付け現場一引佐町花平

地内箇所付け現場一引佐町

東黒田地内事業者一引佐町

西久留米木地内箇所付け現

場一引佐町川名地内事業者

一引佐町四方浄地内事業者

－事務所

56.1

4/16 新型コロナ影響調査

事務所一東区上西町地内事

業者一浜北区貴布祢地内事

業者一事務所

32.2

4/17 地元要望調査

● 自宅一県庁（往復）

(157.41nn)

●事務所一奥浜名湖観光

協会一奥浜名湖展望公

園（要望現場） （往復）

(21.81nn)

179.2

4/18 新型コロナ影響調査
東三方町地内事業

11.8

4/19
●
●

調査

ナ対策活動

事務所一湖西市横山地内一

三ヶ日協働センター－事務

所

43.9

4/20 議員総会 自宅一県庁（往復） 157.4

4/21 県政報告ラジオ収録
中区肴町地内駐車

25.4



4/22 新型コロナ影響調査
事務所一初生町地内事業者

（往復）
16.0

4/23 新型コロナ影響調査
事務所一細江町中川地内事

業者（往復）
5.2

4/24 浜松市議会議員との意見交換 事務所一浜松需 (往復） 24.6

4/26 新型コロナ影響調査
事務所一細江町中川地内事

業者（往復）
7.0

4/27 新型コロナ影響調査

●事務所一細江町気賀地

内事業者（往復）

(2.810n)

●事務所一細江町中川地

内事業者一自宅

(1. llqn)

3.9

合 計 942.5


